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平成２３年６月２９日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成●●年（○○）第●●号 取立債権請求控訴事件 

（原審 東京地方裁判所平成●●年（○○）第●●号） 

口頭弁論終結日 平成２３年６月１３日 

 

判         決 

控  訴  人    Ｙ株式会社 

被 控 訴 人    国 

 

  主         文 

１ 本件控訴を棄却する。 

２ 控訴費用は控訴人の負担とする。 

 

事 実 及 び 理 由 

第１ 控訴の趣旨 

１ 原判決を取り消す。 

２ 被控訴人の請求を棄却する。 

第２ 事案の概要 

１ 本件は、国税徴収法に基づく滞納処分として、控訴人に対する貸金債権を差

し押さえた被控訴人が、控訴人に対し、取立権に基づいて、貸金元本、確定利

息及び遅延損害金の支払を求める事案である。 

原審は、被控訴人の請求を認容した。これに対し、控訴人が控訴した。 

２ 本件の前提事実、争点及びこれに関する当事者双方の主張は、次のように補

正するほか、原判決中「事実及び理由」の第２の２及び３に記載のとおりであ

るから、これを引用する。 

（原判決の補正） 
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（１）原判決２頁１７行目及び２１行目の「当該租税債権」をいずれも「被控訴

人が滞納会社に対して有する租税債権」に改める。 

（２）原判決３頁２行目の「ぞれぞれ」の次に「年６分以上の利率による利息の

約定を付して」を加え、１１行目の「４万８２２５円４９９１円」を「４億

８２２５万４９９１円」に改める。 

（３）原判決３頁１８行目の「本件貸金債権」から２０行目の「部分」までを「本

件貸金債権の元本２億９５００万円及びこれに対する利息中４４２５万円

（平成１７年１１月１日から２年半の期間につき約定の範囲内の年６分の割

合によるもの）の合計３億３９２５万円」に改める。 

（４）原判決５頁１３行目の次に改行して次のように加える。 

「 そうでないとしても、Ｂが控訴人に対し利息の支払を求める意思があれ

ば、約束手形の振出しを引き続き行っているはずであって、約束手形の振出

しを停止したことは、その意思がなかったことの表れである。」 

（５）原判決５頁２２行目の「総発行株式総数」を「発行済み株式総数」に、２

６行目の「ＤＣＦ方式による株価算定（乙１１）によると」を「公認会計士

作成の株価算定証明書（乙１１）において」にそれぞれ改め、６頁１行目の

「価値があった」の次に「とされている」を加える。 

（６）原判決６頁１５行目の「支払ったこと」の次に「（乙１７）」を加える。 

（７）原判決７頁６行目の「便宜上書かされたもの」の次に「、又はその当時控

訴人の経営権を掌握していたＢから半ば強制約に書かされたもの」を加える。 

第３ 裁判所の判断 

 １ 当裁判所も、被控訴人の請求は理由があると判断する。その理由は、次のよ

うに補正するほか、原判決中「事実及び理由」の第３に記載のとおりであるか

ら、これを引用する。 

（原判決の補正） 

（１）原判決１１頁１２行目の「猶予合意」を「本件各合意」に改める。 
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（２）原判決１２頁１５行目の「その前提となる経常利益の見積額が」を「上記

証明書は、控訴人の経常利益が」に、１７行目の「と急激に上昇している」

を「と上昇する旨の控訴人提示の事業計画書に基づく計算結果を記載した書

面であるところ、控訴人の経常利益がこのように急激に上昇する」に改める。 

（３）原判決１５頁７行目の「存在し」の次に「（なお、本件念書がＢの強迫に

より作成されたものであることをうかがわせる証拠はない。）」を、１８行

目の「債務承認書」の次に「（甲１２）」をそれぞれ加え、２０行目の「法

定利息」を「商事法定利率による利息」に改める。 

（４）原判決１６頁６行目の「原告の本訴請求」を「被控訴人が、控訴人に対し、

本件譲受債権のうち、貸金元本２億９５００万円及び確定利息４４２５万円

から本件一部弁済に係る２００万円を控除した残金４２２５万円の合計３億

３７２５万円及び上記元本に対する滞納会社の控訴人に対する催告に係る支

払期限の翌日である平成２０年５月２３日から支払済みまで約定の範囲内で

ある商事法定利率年６分の割合による遅延損害金の支払を求める本訴請求」

に改める。 

２ そうすると、被控訴人の請求を認容した原判決は相当であって、本件控訴は

理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 

東京高等裁判所第２０民事部 

裁判長裁判官  春日 通良 

裁判官  小林 元二 

裁判官  金子 直史 

 


